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１ 開 会 

○司会（鈴木補佐） 本日は，お忙しい中を御出席いただきまして，ありがとうございます。 

  ただいまから宮城県環境審議会を開会いたします。 

  本審議会は２５名の委員により構成されておりますところ，現在，２２名の委員の皆様に御出

席をいただいております。環境審議会条例第６条第２項の規定により成立要件であります半数以

上の御出席を賜りましたことから，本日の会議は成立していることを御報告いたします。 

 

２ あいさつ 

○司会（鈴木補佐） それでは，開会に当たりまして，後藤環境生活部長から御挨拶を申し上げま

す。 

○後藤環境生活部長 皆様，おはようございます。 

  本日はお忙しい中，宮城県環境審議会に御出席を賜りましてまことにありがとうございます。 

  また，委員の皆様におかれましては，日頃から県政の推進並びに東日本大震災からの復旧・復

興に係る御支援を賜っておりますことに対しまして，この場をおかりしまして改めて御礼を申し

上げます。 

  さて，今年４月１７日に，国の第五次環境基本計画が閣議決定をされておりまして，ＳＤＧｓ

及びパリ協定採択後に初めて策定される環境基本計画として，今後６年間の環境施策の方向性が

示されたところでございます。 

  宮城県におきましても，御承知いただいているところかと存じますが，従来から「環境と経済

の両立した真に豊かな富県宮城」ということを目指してございまして，改めてＳＤＧｓの視点を

取り入れ，宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）及び再生可能エネルギー・省エネルギ

ーの基本計画の見直しと策定を進めているほか，環境産業振興の取組，そして水素社会形成に向

けた取組など，この考え方に合致する取組を積極的に進めさせていただいているところでござい

ます。 

  引き続き，県として地域のニーズに応えつつ，こうした国の動向あるいは世界的な流れという

ものを踏まえながら，環境政策を進めてまいりたいと考えておりますので，今後とも委員の皆様

の御協力を賜りますようにお願い申し上げます。 

  本日の議事は，審議事項が１件，報告事項が２件でございます。 

  審議事項につきましては，宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の見直しについてで

ございます。こちらは，昨年３月に開催いたしました審議会で計画の見直しについて諮問をさせ

ていただき，前回，３月の審議会では中間案について御報告をさせていただいたところでござい

ます。その後，専門委員会議で審議を重ねていただき，計画案を取りまとめさせていただきまし

た。先ほど，国の第五次環境基本計画のことを述べましたが，そこで言われているパラダイムシ

フトであるとか，ライフスタイルイノベーションという用語が使われておりますが，そういった

ところについて，委員の御示唆により，国の基本計画をより具体化するような中身に，区域施策

編の中でできたのではないかというふうに考えてございます。 

  本日，御審議をいただいた上で答申をいただければというふうに考えてございます。よろしく

お願い申し上げます。 

  また，報告事項の１件目につきましては，再生可能エネルギー・省エネルギー計画についてで

ございます。こちらは，ただいま申し上げました実行計画（区域施策編）と関連性のある計画で

あり，再生可能エネルギー・省エネルギー促進審議会で審議をしていただいているものでござい

ます。その状況について御報告をさせていただきます。 

  報告事項の２件目でございますが，村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場の現状についてで

ございます。こちらは，従前から県の大きな環境課題の１つとして取り組んでおります竹の内地

区産業廃棄物最終処分場の現状につきまして，委員の皆様に改めて御説明をさせていただきたい

というふうに思っているものでございます。 

  委員の皆様には，さまざまな観点から御意見を賜りますようお願いを申し上げまして，御挨拶

とさせていただきます。 

  本日は，どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○司会（鈴木補佐） それでは，議事に入ります前に，本日の配付資料を確認させていただきます。 

  事前にお送りしております資料は，審議事項関係の資料でございまして，資料の右肩に番号が
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ついております。審－１，審－２，審－３，審－参考資料の４種類でございます。なお，審－３

の計画書につきましては，３０ページにつきまして内容の変更がございます。差し替え分を机上

配付してございます。 

  また，報告事項関係の資料は，あわせて机上にお配りさせていただきました報１，報２の２種

類でございます。そのほか，会議の次第と座席表を配付しております。資料に不足はございませ

んでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは，ここからの議事につきましては，環境審議会条例第６条の規定により須藤会長に議

事をお願いしたいと存じます。須藤会長，どうぞよろしくお願いいたします。 

○須藤会長 かしこまりました。 

  それでは，私のほうから議事進行させていただきますが，その前に一言御挨拶を申し上げまし

て，議事に移りたいと思います。 

  つい先だってまでというか，先週までは，西日本大豪雨が起こって，東北は大きな被害は免れ

ていますが，日本の半分ぐらいが大きな被害を受けたということでございます。これはまさしく，

今日議論をする温暖化対策のその基本となる地球温暖化の影響が牙をむいてきたということを物

語っているんだろうと思います。 

  私は，環境省で政策評価の委員長を務めておりまして，今の地球温暖化の問題も生ぬるいとい

う批判を受けて，来週も地球温暖化対策をもっと強化すべきということについて，委員の先生か

らお話を伺うということになっているわけでございます。 

  ということで，本日はまさしく，こういう大きな気象災害のもとに，この実行計画が議論でき

ることは，大変すばらしいことだと思っております。ということを，まずは御挨拶の最初にいた

しまして，次から審議事項に入って参ります。 

 

３ 議 事 

 （１）審議事項 

   宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）について（答申）（環境政策課） 

 

○須藤会長 先ほど部長がお話になりましたように，審議事項１件，報告事項２件が予定されてお

ります。審議事項の宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）というのが皆さんのお手元に

あると思いますが，これについて議論をいたします。 

  こちらは，昨年３月に開催した本審議会において諮問を受け，見直しの内容を審議する専門委

員会議を設置し検討してまいりました。本審議会におきましては，今年３月の審議会の中間報告

において御意見を頂戴するなど，議論を重ねてまいりました。本日は，５月に開催された専門委

員会議において審議の内容を踏まえた最終案について，御報告をいただくことにしております。 

  それでは，担当課から御説明を願います。どうぞよろしくお願いいたします。 

  担当課どうぞ。 

○稲村環境政策課長 県環境政策課長の稲村でございます。よろしくお願いいたします。 

○須藤会長 おかけになってやってください。 

○稲村環境政策課長 恐縮ですが着座にて説明をさせていただきます。 

  それでは，宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の見直しにつきまして説明をさせて

いただきます。 

  まず資料のほうでございますが，右肩に審－１と記載されておりますＡ３判の資料を御覧いた

だきたいと思います。計画の策定スケジュールを記載したものでございます。 

  資料の一番上の段，赤枠で囲っている部分が本審議会及び本審議会に設置されております専門

委員会議のスケジュールでございます。その下は，本計画と関連性の深い再生可能エネルギー等

の導入促進及び省エネルギーの促進に関する基本的な計画を審議しております再エネ等・省エネ

促進審議会のスケジュールとなってございます。 

  宮城県地球温暖化対策実行計画につきましては，昨年３月に計画の見直しについて知事から本

審議会に諮問が行われ，より具体の審議に当たっては８名の専門委員で構成する専門委員会議が

設置され，御議論いただいてきたところでございます。 

  昨年８月の第１回から，今年５月の会議まで５回にわたって専門委員会議で御議論いただきま

した。その間，本審議会には１月に骨子案，３月に中間案の報告をさせていただきました。また，
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３月末から４月末にかけまして１か月間，パブリックコメントを実施いたしまして，その結果も

踏まえまして，５月２２日に開催した第５回専門委員会議において最終案を御議論いただきまし

て，調製したものを本日の会議で最終の御審議をいただくものでございます。 

  それでは続きまして，資料の審－２を御覧いただきたいと思います。Ａ４の横書きになってい

るものでございます。パブリックコメント等に対する県の考え方という資料でございます。 

  計画の中間案について，幅広く御意見をいただくために，３月下旬から１か月間，パブリック

コメントを実施したほか，各市町村や「ダメだっちゃ温暖化宮城県民会議」の会員の皆様に意見

照会を行いました。その結果，全部で５団体１個人から延べ２９件の御意見をいただいておりま

す。いただいた御意見について，計画にどのように反映させたかにつきましては，この後，この

資料と資料審－３の計画書本文の両方を御覧いただきながら御説明させていただきたいと思って

おります。 

  資料審－３の計画書本文のほうでございますが，表紙の下のほうの四角で囲んであります部分

ですけれども，修正箇所についての表示につきまして，パブリックコメントや専門委員会議でい

ただいた意見によっての修正箇所については，黄色で囲んだ青文字で記載してございます。また，

庁内からの意見などを踏まえた事務局での修正箇所については赤文字で記載しておるところでご

ざいます。 

  それでは，新計画の最終案について，パブリックコメントでの御意見や専門委員会議の論点に

基づく主な修正箇所をページ順に御説明いたします。 

  まず表紙をめくっていただきまして，目次を御覧ください。黄色の箇所がいっぱいありますけ

れども，細分化した目次に修正しております。これにつきましては，審－２のパブリックコメン

トの資料でございますが，２ページの意見番号３を御覧ください。 

  目次について，もう少し細かく記載したほうがわかりやすいという御意見をいただいたのを踏

まえまして修正しております。 

  次に，計画書の６１ページを御覧いただきまして，あわせまして審－２のパブコメ資料のほう

は３ページ目になりますが，意見番号９を御覧ください。 

  「まち・むら」の将来像についてのところでございます。どの地域が「まち」で「むら」なの

かあいまいであり，将来像の内容を見ても，あえて「まち」と「むら」を区別する意味を感じな

いことから，まとめて「地域」とすることで十分ではないかという御意見をいただいたところで

ございます。 

  この御意見への対応ですが，低炭素社会の将来像を検討するに当たっては，都市化が進んだ地

域と自然が多く残る地域では，やはり目指す姿が異なるものと捉えまして，それぞれ別個に将来

像を設定したものでございます。ただし「まち」と「むら」の区別があいまいとの御指摘は，そ

のとおりでございますので，６１ページ２段落目のところになりますが，「将来像では，県民の

ライフスタイルや日々の行動，住環境，廃棄物の削減などに焦点を当てた「暮らし・住まい」の

分野，人口が多く都市化が進んだ地域（まち）と，自然が多く残る農山漁村の地域（むら）の理

想的な姿やそれにおけるエネルギーの利活用などに焦点を当てた「まち・むら」の分野」という

ように説明を加えてございます。 

  続きまして６４ページを御覧ください。 

  ここでは「まち・むら」に関する将来像を記載しております。２つ目の「低炭素型の生活が定

着している都市」としておりますが，これは修正前は「ゆとりをもって暮らせる低炭素型の都

市」としておりました。こちら，パブコメの資料の意見番号９のところの４ページ，４行目から

になりますけれども「「ゆとり」とは何を示すのか。「むら」にはすでにゆとりがあるのか」と

いったような御意見をいただきました。それで，６４ページのように「低炭素型の生活が定着し

ている都市」というふうに修正しているところでございます。 

  また，６４ページ，３つ目の将来像のところですが，「地域資源が活用され，循環している農

山漁村」という箇所ですが，修正前は「資源が地域内で循環する農山漁村」としておりました。

これにつきまして，パブコメ資料のほうですが，同じく４ページですけれども，説明の中では

「都市との人的・物的交流が盛んで」と示されているが，資源の循環する地域が農山漁村に限定

されているのであれば，都市との人的・物的交流は，農山漁村という地域内での資源の循環には

ならず，矛盾しているのではないかという御意見をいただいたところでございます。 

  この御意見につきましては，第５回専門委員会議において改めて御確認をいただいたところ，

農山漁村だけではなく都市における地域内循環も重要であるが，ここでは多様な地域エネルギー
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資源ポテンシャルを有する農山漁村の地域内循環を豊かにし，その上で，都市と農山漁村の地域

間の人的・物的交流も重要であるという議論がありましたことから，６４ページのとおり「地域

資源が活用され，循環している農山漁村」というふうに修正するとともに，都市と農山漁村との

関係性について，６４ページ下に図をつけておりますが「地域循環共生圏の概念図」を掲載する

ことといたしました。 

  次に，７０ページを御覧ください。こちら総量目標を記載しているところですが，中間案では

３１．１％としておりましたが，最終案では，今後よりわかりやすく県民の皆様にアピールして

いくことを考慮しまして，小数点以下を用いず３１％として計画目標数値を設定したいと考えて

いるところでございます。 

  続きまして，資料の９０ページを御覧いただきたいと思います。あわせまして審－２のパブコ

メ資料のほうですが５ページ，意見番号１３になります。 

  産業・経済に関する補助目標について，特定部門・業態の事業者からすると，業務延床面積当

たりのエネルギー消費量という指標はわかりにくいのではないかという御意見がございました。 

  将来像「産業・経済」における目標指標につきましては，民生業務部門における温室効果ガス

の排出量の削減が大きな課題であるとの認識のもと，民生業務部門を代表するような指標という

ことで延床面積当たりの項目を設定したところでございますが，その旨が理解されるよう，９０

ページのとおり字句を修正してございます。 

  ２行目の「民生業務部門」の次に「（オフィスビル・事務所・店舗等）」というようなことを

入れてございます。それから，下のほうの（１）目標の指標のところでは「民生業務部門の取組

を強化していることが必要であることから」ということで入れてございます。 

  以上，パブリックコメント等での御意見を踏まえて修正したもののうち，主なものについて御

説明をさせていただきました。 

  また，お配りしている本文の中で西暦と和暦の表示につきましては，今は両方を併記している

形にしてございますが，平成３２年，２０１９年以降の部分につきましては西暦のみの表記に修

正する予定にしておりますので，御了承願います。 

  続きまして，パブリックコメント等でいただいた御意見のうち，最終案に反映していないもの

もございますが，主なもののみ御説明させていただきます。 

  本文のほうですが，１１６ページを御覧いただきたいと思います。 

  「取組２１：電力の地産地消の推進」というところでございます。あわせましてパブコメ資料

のほうですが，審－２の資料の６ページになります。意見番号１６のところでございます。 

  電力の地産地消の推進につきまして，エネルギー供給事業者の自主的な取組に関する義務づけ

や電力消費者への取組について検討するということを追加してはどうかという御意見がございま

した。このことにつきましては，環境省では今年３月時点で電力販売ベースのカバー率が９８％

となる電気事業連合会加盟者等における低炭素社会の実現に向けた自主的な取組について実効性

を確認するため，毎年度低炭素社会実行計画フォローアップ専門委員会などにおきまして，進捗

状況を評価していくというふうにしてございます。 

  県としましては，まずはその評価結果の妥当性につきまして推移を見守りたいと考えていると

ころでございます。また，電力消費者に対する低炭素電力の選択を促す機会の創出などにつきま

しては，電力小売事業者の販売状況などを踏まえながら，今後必要な検討をしてまいりたいと考

えているところでございます。 

  そのほかにも，県が実施すべき施策として具体的な御提案をいただいておりますが，それらに

つきましては，今後の計画の進捗状況の点検評価を踏まえて検討するとともに，概ね５年ごとに

行う予定としております本計画の見直しの際に，必要な施策を追加していきたいというふうに考

えております。 

  そのほか，本文の全般にわたりまして，専門用語的な語句につきましては，なるべく意味がわ

かるよう赤字で追加修正を行うとともに，１５６ページからの資料編につきましても，適宜語句

の追加修正を行ってございます。 

  以上が，パブリックコメント等を踏まえた修正の御説明になります。 

  続きまして，今一度，本計画の全体の概要につきまして，参考資料としてお配りしております

概要版のほうで御説明をさせていただきます。 

  右肩に参考資料ということで，青色の資料でございます。こちらのほうを御覧いただきたいと

思います。 
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  初めに，計画策定の背景でございますが，気温上昇や農作物の収量減の影響など地球が危機的

な状況にある中で，ＳＤＧｓやパリ協定の採択，それから国の地球温暖化対策計画の策定など，

国内外での地球温暖化対策の推進を強化する動きが加速してございます。 

  また，本県の温室効果ガスは「１ 宮城県の温室効果ガス排出量」に記載のとおり，減少傾向

にありましたものが，東日本大震災以降は復旧・復興事業などの要因もありまして増加している

ということなど，本県特有の状況がございます。 

  こういった環境施策を取り巻く状況などを踏まえまして，計画の見直しを行うこととしたもの

でございます。 

  次のページを御覧ください。 

  「２ 宮城県が目指すべき低炭素社会の将来像」についてでございますが，こちら持続可能な

開発目標，ＳＤＧｓの考え方も踏まえながら「暮らし・住まい」「まち・むら」「産業・経済」

の分野においてそれぞれの将来像を実現することを通じ，恵み豊かな本県の自然環境が最大限活

用されながら，人々の暮らしと調和した姿で活用保全されていることを目指すこととしておりま

す。 

  「３ 計画の目標」につきましては，先ほども御説明したところですが，２０３０年度におい

て２０１３年度比で３１％削減と，国の計画を５％上回る目標としております。 

  次のページでは，目標達成に向けた具体的な行動例と参考イラストを掲載しております。これ

は，県民お一人お一人が，それぞれのライフスタイルに合わせて環境配慮行動に取り組んでいた

だくために参考となる具体的な例としてお示ししているものです。 

  次のページを御覧ください。 

  見開きで，目標達成に向けた施策を記載してございます。 

  まず，具体な施策を展開するに当たっては，「流れを，変える。」を基本精神といたしまして，

必要な変革を力強く推進していくため，新たに５つのコンセプトを掲げ，将来像の分野ごとにお

ける施策を展開していくこととしております。 

  コンセプト１「地球市民マインド」としましては，ＳＤＧｓの考え方を踏まえた環境学習の場

の充実に積極的に取り組み，県民一人ひとりが「地球市民」の一員として身近なところから行動

を起こすための支援をしていくこと。 

  コンセプト２「熱には“熱”を」では，「地中熱」「太陽熱」「木質バイオマス」など，県内

の未利用熱を上手に，日常的に，あらゆる場で活用するための支援を充実させること。 

  コンセプト３，「地産地消エネルギーへのこだわり」では，エネルギー源として県産未利用材

の有効活用を前提とした木質バイオマスなど，エネルギーの利活用に伴う便益が地域経済の循環

に資するような取組を推進すること。 

  コンセプト４ですが，「ヒト・モノ・コトをつなぐ」では，県は「場」づくりや“インターフ

ェース”としての役割を積極的に果たし，情報の発信や人材の発掘やマッチングなどに積極的に

取り組んでいくこと。 

  コンセプト５，「環境・経済・社会の統合的向上」では，例えば環境と農業，環境とものづく

りなど，異なる業種が幅広く連携・協働した取組や，プロジェクトを積極的に進めていくことと

しております。 

  その右側には，施策体系を整理しておりますが，温暖化の進行を抑制する緩和策は，３つの施

策立案方針に１０の基本的方向，そして４５の取組に整理しております。 

  また，温暖化による被害を回避・回復するための適応策，これは今回の計画で新たに盛り込む

ものですが，この適応策につきましては，７つの取組に整理しております。 

  具体的な取組内容としましては，例えば取組番号２ですが，県民一人ひとりが「地球市民」の

一員として身近なところから課題解決に取り組む重要性を強調していることを踏まえまして，環

境教育リーダーや地球温暖化防止活動推進員の育成，活動支援などにより，将来の世代を見据え

た環境教育・人材育成を行います。 

  また，地球温暖化防止のための省エネ行動の利点に関する情報などについて，ＳＮＳやＩＣＴ

を活用した情報発信の手法も検討していくこととしております。こちらは取組番号４になります。 

  また，環境・経済・社会をともに発展させるような環境産業を振興していくために，例えば取

組番号１５ですが，地産バイオマスを利用した発電設備の導入補助やマッチングなどの支援，そ

の事業化に向けたセミナーや研究会を組織するなど，原料の搬出から原料の運搬，加工，エネル

ギー化に至る川上から川中，川下を通じた支援に注力してまいりたいと考えております。 
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  最後のページを御覧ください。 

  本計画は，宮城県内の自然的，社会的条件を踏まえるとともに，将来像及び削減目標を達成す

るための温室効果ガスの排出抑制対策や，気候変動影響に適応するための対策など，県民・事業

者・各種団体・市町村など，あらゆる主体の指針となるものでございます。 

  そのため，県としましては「８ 計画の進行管理」のところになりますが，本計画を着実に遂

行していくため，県全体の温室効果ガス排出量の算定を行い，削減目標の達成状況や補助目標に

ついて点検・評価し，県民・事業者の皆様にも公表するとともに，県における地球温暖化対策関

連事業の進捗状況につきまして，県の行政評価制度も活用しつつ定期的に取りまとめまして，フ

ォローアップをしながら進行管理を行いたいと考えてございます。 

  なお，ただいま御説明したこの資料につきましては，本計画の概要版の現段階でのイメージと

しております。今後，県民や事業者の方々への周知や啓発の機会での利用を想定し，より見やす

く，かつわかりやすいものに改良していくということにしてございます。 

  以上で，審議事項，宮城県地球温暖化対策実行計画（地域施策編）についての説明とさせてい

ただきます。なお，御議論を踏まえまして，最終的な答申を賜りたいと存じますので，御審議の

ほど，何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○須藤会長 どうも，環境政策課長，御丁寧な説明をいただきましてありがとうございました。 

  計画の見直しに係る調査・審議につきましては，専門委員会議を設置して進めてまいりました

ことは最初に申し上げたとおりでございます。本審議会から５名の委員の皆様が出席されており

まして，専門委員となっていただいております。本日は，代表して吉岡副会長により，これまで

の専門委員会議の審議あるいは今の御説明の補足等を踏まえて，御説明をいただきたいと思いま

す。吉岡副会長，どうぞお願いいたします。 

○吉岡副会長 東北大の吉岡でございます。この計画の策定に関しまして，当初から関わってきた

ということもありますので，少し，今の事務局の説明に加えまして，少し補足的なことというと

ころで発言をさせていただきたいというふうに思います。 

  この計画見直しということになってございますが，温暖化対策に対する国の計画等も，ずっと

同じというわけではなくて，状況に応じてさまざま変わってくるというところもありまして，本

県においても，どういうふうにそこに対応しつつ施策を練っていくのか，あるいは少しそれを先

取りした形で，どこまで背伸びをしながら頑張るかというような視点に立ちまして，この計画の

見直し作業に当たったということでございます。 

  非常にボリューム感のある計画になってございますが，なかなか見にくいと，わかりにくいと

いうような御指摘もいただいておりましたので，概要版というところでまとめさせていただいた

ということでございます。 

  通常であれば，こういった将来的に何％まで温暖化ガス，これを削減するかというのは，通常，

積み上げ的にどこまでできるかというところで，無難な数字になりがちなんですが，少しやはり，

ここは宮城県としてはもうちょっと背伸びをしたらどうかというようなことも踏まえまして，国

のほうでは，２０１３年から含めて２０３０年まで２６％というところに対して，県では，特に

積み上げたわけではなくて気持ちというのも込めまして，それに５％上乗せするというところで

３１％という数字をはじき出してございます。 

  これに対して，どういう理由があるのだというふうに，ちょっと質問を受けますと，そこはな

いというのが正直なところでございまして，ここまで頑張るというところで，頑張れる範囲で，

かなり背伸びをしたところでの３１％というふうに御理解をいただきたいと思います。無謀な数

字を出して，何も実行できないということにはしたくないという意味を込めて，この数字という

ように御理解をいただきたいと思っております。 

  それで，多岐の章構成からなっておりますが，第６章までは御覧のとおり，これまでの状況を

御説明するという形での章構成というふうに御覧をいただいて，実際に７章以降が，県として今

後やっていくべきことのコンセプトが出されているというふうに読んでいただければよろしいか

と思います。特に，７章につきましては「宮城県が目指す低炭素社会の将来像」ということで，

４つの将来像ということで目標といいますか，目指すべき姿というのを描いてございます。 

  それを実現するために，では具体的に背伸びをしながらどこまで頑張るかということで，第８

章以降，３１％というのを大きな目標の柱に据えて記載をしてございます。特にこれに関しまし

ては，産業構造，宮城県の特異的なところもございますので，そこのところを少し意識した形と

いうことで，すみません，資料の報１に移っていただければと思いますが，真ん中の基本方針と
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目標というところの，これはオレンジの部分ですね，産業・経済というところに関しまして，２

番目のところに，環境・経済・社会を統合的に発展させる環境関連産業というところを２番目に

記載してございます。 

  この環境審議会の中でも，かなり暮らしを随分意識した形での，いわゆるパブコメのほうにも

ありますように，我慢を強いるような形に見えて仕方がないというような意見もございましたの

で，そうではありませんということを少し強く強調する意味でも，産業・経済のところに対して，

統合的に発展させる環境関連産業というのを，少し前のほうに出したというように御理解をいた

だきたいと思います。 

  その上で，我々がどういうふうに暮らしていくのかというところで，特に低炭素型で魅力豊か

に発展する産業ということで，農業・漁業というところを打ち出していると，そういうふうにこ

こを見ていただければと思います。 

  特に重要な点といいますのは，具体的にどういうふうにしていくのかというのが９章以降書い

てございますが，それをまとめておりますのが，資料報１の１枚目の裏にあります概要②という

ところで，特に「再生可能エネルギー・省エネルギー計画」についての概要ということで，②に

記載をしてございます。上位計画である温対計画，４５の取組がございますけれども，再生可能

エネルギー・省エネルギーに関する計画ということで，ここでは３４の取組ということで構成し

ていると。ただ，３４の項目全部そのまま上げては，何がどこに焦点を絞られていくのか非常に

見えにくいということですので，施策分野として７つを取組促進の形としてコンセプトを上げて

ございます。また，その施策分野，どういうふうにしていくのかということに関しては，その展

開のコンセプトというものをきちんと立てねばいけないだろうということで，将来像の施策展開

のコンセプトということで，そこに５つ上げたということでございます。特に「地球市民マイン

ド」，特にここはＳＤＧｓのところを強く意識した部分でございますが，コンセプト１にそこは

上げております。 

  あと「熱エネルギー」というところも非常に重要な項目であるということで，そこはコンセプ

ト２，それと「地産地消エネルギーへのこだわり」というところもありますので，そこはコンセ

プト３，それとモノあるいはコト・ヒト，こういうところと県との関わり，特に県が果たす役割

というところでは，そういうところをつなぐ“インターフェース”という役割が重要になってく

るというところで，少しそこのところをコンセプト化した形で４というふうにまとめてございま

す。 

  また，実際に県民が暮らしていく上で，どういうところを統合的に考えなければいけないのか

と，暮らしの部分，それと産業の部分，それと環境の部分ということで，コンセプト５というふ

うにまとめている。ここがある意味，５つのコンセプトを打ち出したというところでは，今回の

新しい計画の中での目玉だろうというふうに認識をしているというところでございます。 

  さまざま，パブコメ等を含めまして意見を頂戴しましたので，そこのところをできるだけ，こ

の中に反映できるようなというところ，それとやはり，我々のスタンスとして，県のスタンスと

して，どうしても曲げてはいけないといいますか，いろいろな意見だけあまねく対応するという

わけではなく，ある種の柱を持った形ということで，ここに計画を示させていただいたというと

ころで，こういったことをここに付託された事項としてまとめ上げたということで，御理解をい

ただきたいというふうに思います。 

  ほかにも委員の先生方がおられますので，もし不足なところがございましたら補完していただ

ければと思います。私のほうからは以上でございます。 

○須藤会長 吉岡副会長，どうもありがとうございました。 

  専門委員会議を代表して，一応，今までの概要と重点事項についてお話をいただきました。ほ

かに４人の先生がいらっしゃいますが，全体的に，多くの方々から意見を伺おうと思いますので，

ほかの委員の先生も，どうぞ御発言なさって結構でございますので，あとはしばらく，この審議

会の委員の先生方の御質問をいただいて，先ほどの環境政策課長の部分と，今の吉岡先生の部分

の両方について，また，報告書を御覧になって，ここは変じゃないかというようなことがあって

も結構でございます。どうぞただいまから，少し審議をいただきたいと思います。お願いをいた

します。 

  こういうものって，なかなか質問しにくいというのはよくわかっているので，いかがでござい

ましょうか。多分，いっぱい細かいことだとあると思うんですよね。いかがですか。どうぞ。 

○日引委員 意見というよりは，ちょっと修正点かなと思うところが１か所ありますのでお知らせ
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したいと思います。 

  こちらの実行計画（審－参考資料 １ページ）の下の棒グラフなんですけれども，これは温室

効果ガスの排出量についてですね。ところが，棒グラフの縦軸が二酸化炭素排出量となっていま

して，ここは多分，温室効果ガス排出量としておいたほうがいいのかなと。二酸化炭素換算には

していらっしゃるんですけれども，二酸化炭素排出量ではないので，そこは修正しておいたほう

が誤解がないからいいかなというふうに思います。以上です。 

○須藤会長 当然，そうですね。よろしいですね。修正していただいたほうがいいと思いますね。 

○稲村環境政策課長 はい，申し訳ございません。修正をさせていただきます。 

○須藤会長 ありがとうございました。それでは，ほかの委員の先生どうでしょうか。どうぞ，萩

原先生。 

○萩原委員 萩原です。ありがとうございます。御説明ありがとうございます。 

  ２つ何か抜けているような気がするのですね。１つは，温暖化に関する温室効果ガスに向けて，

フードロスの問題というのはどこに入ってくるのかなという。廃棄物とは書いてありますけれど

も，今，世界的にフードロスとＳＤＧｓの問題，大変重要なポイントになっていて，例えば，目

標達成に向けた具体的な行動例の中に，そういったことも入ってきているいいのではというふう

に思います。 

  もう１つ，海洋のところでＳＤＧｓの１４番もそうなんですけれども，今やはり脱プラスチッ

ク社会というのが大きく取り上げられていて，イギリスは２０１９年，全てのプラスチックを禁

止する取組があるし，ＥＵもそうですし，最近ではスタバもマックもプラスチックのストローを

なくしている。私たち，本当に身近なところにつながってくる問題ですので，持続可能なライフ

スタイルを進めていくという意味でも，私たち消費者にすごく身近なところの問題，今，大きく

取り上げられているので，何かそういったところも入れていくと，よりこの計画が身近なものに

なってくるのではないかと思いますので，ぜひ，入れていただければと思います。以上です。 

○須藤会長 副会長，この辺得意なところでしょうから，ちょっとコメントしてください。 

○吉岡副会長 これ，私がコメントするのは，本当は県のほうかもしれないんですが，ちょっと今

の御意見で，計画作成に携わった身として，ちょっと今のお答えをしたいと思いますが，今の御

質問というか御意見は，どちらかというと廃棄物対策のほうが，かなり意識としては強いのでは

ないのかなと。ここの計画は温対計画のほうなので，少しそこのところに注視をしたと。 

○須藤会長 温対計画は，それにつながらないということなんでしょう。 

○萩原委員 つながらないとは言えないと思います。 

○吉岡副会長 つながらないというわけではないんですけれども，ちょっとそこのところをどうい

うふうに書き込んでいくのかというところは，少し事務局と相談して……。そこは事務局のほう

にお願いしたいと思います。 

○須藤会長 それでは事務局。 

○稲村環境政策課長 今，お話しいただきましたフードロスの問題と，それから脱プラスチックの

部分でございますので，先ほど行動例のところというようなお話もございましたので，そのあた

り，どういった形で盛り込めるか，ちょっと今すぐお答えできないですけれども……。 

○須藤会長 でも，入れる方向にしておきましょう。 

○稲村環境政策課長 ええ，入れる方向で，あと検討したいと思いますので。 

○須藤会長 それは入れる方向にします。修文は後でやります。 

○三沢環境政策課技術補佐 まずは取組１のところで，低炭素社会形成に向けた県民運動の推進の

中に包含される取組の内容が入ってくるのではないかなというふうに思います。 

○須藤会長 入るけれども，今，いろいろ話題になっていることだから，多少キーワードとしても

出してほしいというのが萩原委員の意見だと思いますね。 

○三沢環境政策課技術補佐 そういうことで，県民も環境配慮行動の推進ですとか，そういったと

ころの例示とか。 

○須藤会長 その中に入れたらいい。 

○三沢環境政策課技術補佐員 取り入れさせていただきたいと思っております。 

○須藤会長 私もそう思います。ほかの委員もどうぞ。今のはどこかに入れます。いかがでござい

ましょうか。ほかにないですか。どうぞ，鶴見委員。 

○鶴見委員 鶴見です。全体的なコンセプトは，私は非常にいいかなと思って，特に反対とかそう

いったことはないんですが，ちょっと細かい話にはなるんですけれども，例えば１１２ページの
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太陽光発電導入促進というところなんかを見ますと，どうしても私の場合は個別的な案件を見る

ことが多い関係で気になってしまうんですけれども，例えばこの中の取組１４の中に，丸が３つ

ありまして，その中で２番目の丸で「太陽光発電導入に関し，自然保護や文化財保護などの観点

から，保全すべき土地との調整が課題になっている」ということを，いろいろ課題が書いている

んですけれども，例えばつい最近のニュースでは，例えばメガソーラーの開発土地，例えば仙台

ハイランド跡地ですね，サーキットのコンクリート片をそのまま埋め込んでしまって不適正処理

があると。 

  つい最近，私も宮城県のあるメガソーラーの，ほぼ建設され尽くしているところなんですけれ

ども，そこのどうやら木くずが不適正に埋められてメタンガスが大量に発生したりとか，黒い樹

液が出てきて周辺のため池に流れ込んでいるみたいな事案があったりとか，つまり導入促進の一

方で，その業者業者が産廃の処理を不適正に行っているという問題が出てきているのではないか

なと。ただ，導入促進の陰でそういう不適正処理みたいなものがあるというところがちょっと心

配なので，例えばここの中で，産廃の処理の適正化とか，そのあたりを，やはり調整すべき問題

として明文化してほしいなというのが私の意見です。ほかの，例えば風力とか，どういう問題が

出ているか，ちょっと私もわからないんですけれども，そういったところはやはり，どうしても

導入する以上は，そういった一方の環境，そちらもやはり環境問題に関わると思いますので，ぜ

ひとも配慮すべき文として入れてほしいというのが，私の提案です。 

○須藤会長 はい，わかりました。それでは，事務局何か答えがあるの。 

○稲村政策課長 今，いただきました産廃処理の適正化ということ，非常に重要なことだと思いま

すので，どういった表現にできるか，ちょっと検討してみたいと思います。 

○須藤会長 それから，さっきの風力なんかの場合は，バードストライクとかというようなマイナ

スの面もあるので，そういうことがなるべくならないようにとか，何かそういうことを言ってお

かないと，自然エネルギーを使えばいいと，つくればいいということだけではないので，そのた

めの環境影響をいかに少なくするかということを，やはりそういう中に少しでも書き込まないと

いけないだろうと思いますね。では，吉岡先生，プラスチックの問題，どうぞ。 

○吉岡副会長 先ほど，萩原先生から御意見をいただきました脱プラの話なんですが，これ，そこ

までどういうふうにこれに対応するかというのは，なかなか難しいなというのは正直思っており

ます。といいますのは，今日もここに環境省の東北事務所が来ておられますが，Ｇ７のほうで海

ごみに対するプラの話については，日本はそこに対してはある意味恥ずかしい話ではありますけ

れども，批准はしていなかったということがございます。その一方で，来年度Ｇ２０，これの議

長国が日本になってくるので，多分そこのところでプラスチック問題についてきちんと姿勢を示

そうというような方向があるということも聞いてはおります。その中で，プラスチックの問題と

いうのをどういうふうにしていくのかということと，多分関係づける必要があると思うんですが，

少なくとも，ここの中では３Ｒ関係の事業を展開していくということで，きちんと廃棄物になら

ないように循環利用していくという施策のところを少し強化していこうというところで，ここで

は書き込んでおりますので，まずプラスチックを使う，使わない，あるいはつくる，つくらない

という規制というものは，世界的な流れの中でどういうふうに，また日本が対応していくのかと。

それに対して県のほうで対応するという話になってくるかと，私は思っております。（「そうし

たほうがいいと思いますね」の声あり）でも，今，現段階で，この中で，つくり上げた中で，そ

このところに対応する項目とすると，やはり３Ｒ事業であるとか，あるいは日本の，特に特徴で

あります市民・県民がきちんと分別をしてごみをごみではなくするような，そういう施策のとこ

ろに分解していきましょうということがあるので，そこのところに，少し今後のプラスチックの

対応について強化するというような形の対応というのが，この計画の中では適切なのではないか

というのが，私自身の見解でございますので，これはまた県のほうで，ここのところをどういう

ふうに対応するのかというのは，お伺いいただきたいというふうに思います。 

○須藤会長 ありがとうございました。小沢所長，何かコメントありますか。プラスチック問題は

取り組んではおられないと思うけれども，所長だから全部言えるでしょうから。 

○小沢東北地方環境事務所長 恐縮でございます。小沢でございます。例えば，日本の古くからの

文化構造で，森林資源を活用してきた，そういったところで，もともと捨てる文化だったり，あ

るいは捨てるといいますか，それが生かされていく，そういう日本人の経験があったと思います

し，例えばインドネシアのボゴールにハーバリウム，民俗植物学博物館があって，そこでもイン

ドネシアの方々は，ほとんど森林資源を活用して，そして捨てる文化ではあったんですけれども，
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地球に対する負荷を抑制する，そういうような経験を持っていた。そういう人間の経験を，もう

一回思い起こすということもあるのではないか。これはちょっと環境省の施策からかなり外れて

おりますけれども，個人的な関心でありますけれども，今のプラスチック問題は極めて大きな問

題だと思いますので。 

  それから，感想でございますけれども，この取りまとめられた計画は本当にすばらしく，具体

的な数値目標もいろいろと取り上げられていて，事業所が何をしたらいいかというところも，指

標にするということでは，とても大事な骨格ができているのではないかと思います。それで，た

だ人間というのは，一人ひとりが何か行動を起こそうとする時には，感性に訴える事件がありま

すと，こういったものに取り組める。今回，いろいろ上げられています対策のメニュー，いろい

ろなメニューがありますけれども，ここに個々人の立場で出かけようとしましても，何かこうメ

ンタルなといいますか，アクションがあるとよいのではないか。 

  これは例えば，１９７２年，ここでお話したかもしれませんけれども，国連人間環境会議とい

うのがストックホルムであった時の少し前に，当時のヨーロッパ人の，ゲルマンの心のふるさと

である森林が真っ赤になったという，ゲルマンの神話では，男の人はトネリコの木から，それか

ら女性はハルニレの木からできたと，そういう自分たちの出自，神話上ではありますけれども，

その森が滅びていくというところが大変大きなインパクトであったということもあって，国連人

間環境会議の開催になったという説も伺ったことがあります。 

  この宮城県でいうと，やはり大きな心配というのは，杜の都仙台ですから，この杜の都仙台の

杜がどうなるのかとか，こういう基本計画，基本的な考え方の整理から派生していくアクション

をどう生み出していくかという時に，そのような具体的なイメージをシミュレーション，心配事

項というのを見えるような形にしますと，ここに掲げられているいろいろな施策に入っていく時

の気持ちが高まるといいますか，そういう促しになるのではないかと，完全に個人的な感想です。 

○須藤会長 いえ，どうもありがとうございました。ほかの委員の先生，よろしいでしょうか。 

  特になければ，ありますか，どうぞ。 

○稲村環境政策課長 すみません，先ほど廃プラの関係でございますが，資料の１１０ページを御

覧いただきたいんですが，１１０ページの「取組１２：各種リサイクル法の適切な運用等」とい

うところでございます。 

  この中に丸が３つございますが，３つ目のところでございますけれども，「そのため，廃プラ

スチックなどの廃棄物の発生抑制や各種リサイクル法に即した環境資源の収集量の増加など各事

業者が適正に３Ｒを推進していけるよう，国や市町村と連携しながら，これら各種リサイクル法

に基づく制度の周知を図るとともに，法令の適切な運用を図ります。また，「宮城県循環型社会

形成推進計画」に基づき，さらなる３Ｒの促進を図り，廃プラスチックの焼却量を削減します」

ということで，ここで廃プラのことは記載してございますが，なお表現ですね，ちょっと工夫し

まして，ここに書き込みをちょっと加えたいと思いますので，御了解いただければと思います。 

○須藤会長 わかりました。それでは，松八重委員，どうぞ。 

○松八重委員 東北大の松八重でございます。 

  １点だけコメントさせていただきたいんですけれども，森林の保全の話で，宮城県の地域特性

のところ，例えば，こちらの審－３（区域施策編）のところでは，宮城県の地域特性について地

勢とそれから気候と土地の利用状況と書いてありまして，恐らくその話というのが，その後の森

林吸収の，森林ＣＯ２吸収のところにつながってくるんだと思うんですけれども，ちょっと余り宮

城県のほうでは話題にならないかもしれないんですが，仙台市で環境アセスの立場で少し携わっ

ておりますと「いぐね」の保全というのが結構よく話題になってございます。やはりほかの地域

にはないもので，「いぐね」がやはり文化的にすごく重要であるというようなところから，アセ

スの観点では非常に重視されるんですけれども，恐らく森林の吸収，ＣＯ２の吸収という意味でも，

恐らく保全すべきものであると。 

  文化的な側面と，それからＣＯ２の吸収源というふうな両側面から保全をしていかないと，多分，

これから先，どんどんなくなっていって，宮城県といいますか，足元の文化的な価値というもの

もどんどん失っていきますので，ぜひその点を，少しどこかでタッチいただけますと非常にあり

がたいと思っております。以上です。 

○須藤会長 どうも貴重な御意見ありがとうございました。ほかの委員の方，よろしいでしょうか。

具体的に「いぐね」の話につながるかどうかは別として，森林の吸収源を増やしていくという意

味では，やはり保全しなくてはいけないということは当然だろうと思います。 
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  よろしいですか。 

  そうしたら，多くの意見をいただいているんですけれども，大幅にこの意見を覆して新しいも

のをつくるというような段階ではございませんので，今，幾つかいただいた意見を，特に大事な

ところは地球温暖化対策実行計画になるんだけれども，それと廃棄物の処理計画が，相矛盾する

ようなことのないように，実行計画の中にそれが飲み込めるような，先ほどのプラスチックなん

かもそうなんですが，あるいはフードロスなんかもそうなんですが，そのように例示とか何かで

表示をして，実行計画は単なるＣＯ２の削減ではないというように，とられないように，廃棄物の

処理計画と一体であるということを，県の審議会なので，そういうふうに表現できる部分はする

ように修文をさせていただきたいと思いますので，この修文については，若干時間を要するかも

しれませんが，私が座長でございますので，事務局と相談をいたしまして，大幅に変えることは

もちろんございませんですが，例示とかそういう表現は事務局と相談をさせていただくというこ

とで，取りまとめていきたいということでよろしいでしょうか。大幅な変更ではございませんの

で。例示等の表現の仕方を変えて，皆さんに誤解のないようにしていきたい，こういうふうに思

います。 

  それでは，そういうことで御承認いただければ，これを答申案として取りまとめてよろしゅう

ございましょうか。特に異議がなければ，あとのところの細かい部分は，今のように事務局と私

にお任せをいただいて，これを答申案とさせていただいて，あとの手続について，事務局のほう

で御説明ください。 

○稲村環境政策課長 ありがとうございました。今，須藤会長からお話がございましたように，今

日いただいた内容を踏まえまして，最終的なところを須藤会長と事務局のほうで調整をさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○須藤会長 それでは，審議はこれだけなんですが，あと報告事項がございます。 

 

 （２）報告事項 

   ①再生可能エネルギー・省エネルギー計画について（再生可能エネルギー室） 

○須藤会長 本日の報告事項は２件ございまして，そのうち１つは，先ほどから議論が出ている

「再生可能エネルギー・省エネルギー計画について」ということで，担当課から御説明を願いま

す。前に出てきてどうぞ。おかけになって。 

○佐藤再生可能エネルギー室長 再生可能エネルギー室の佐藤でございます。 

  報告事項の１つ目，再生可能エネルギー・省エネルギー計画について御説明をさせていただき

ます。座って説明をさせていただきます。 

  説明資料でございますが，右肩に報１と書いてございます「再生可能エネルギー・省エネルギ

ー計画の概要」という資料を御覧ください。概要の①という部分でございます。 

  左上，基本的事項でございます。 

  計画見直しの趣旨といたしましては，東日本大震災及び福島第一原発事故を契機とした県内に

おけるエネルギー供給体制の変化，固定価格買い取り制度による太陽光を中心とした再エネの普

及拡大，県民の省エネ意識の変化，それからパリ協定の採択や国の二酸化炭素排出量削減目標の

設定，国の長期エネルギー需給見通しの策定等々のエネルギーを取り巻くさまざまな環境の変化

を踏まえて，今回，再エネ・省エネ計画の見直しを行うものでございます。 

  計画の目的でございますが，低炭素社会の実現に向け，再エネ導入及び省エネ促進の必要性等

を県民や事業者の皆様と共有すること。そして，施策の大綱や基本的な方向性を示すことにより，

各主体の自主的，積極的な行動を促進し，相互に連携した推進体制を構築することを目的として

ございます。 

  こちらの計画の期間でございますが，基準年を２０１３年度，目標年を２０３０年度，計画期

間は２０１８年度から２０３０年度までの１３年間としております。目標年度につきましては，

国の長期エネルギー需給見通しの最終年度と同じに設定をしたところでございます。 

  計画の位置づけでございますが，この計画は，本県の再生可能エネルギー等の導入及び省エネ

ルギーの促進の基本計画となるものでございます。同時に，先ほどもちょっとお話がございまし

たが，法律上策定が義務づけられている宮城県地域温暖化対策実行計画の二酸化炭素排出量削減

対策においても，再エネの導入，省エネの促進は重要施策と位置づけられておりますことから，

本計画は地球温暖化対策実行計画の実施計画としても位置づけられるものということになってご

ざいます。 
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  次に，今御覧いただいているところの下の欄，「Ⅱ 現状」でございます。 

  全国の再エネ導入量の推移といたしましては，震災の影響により一時的に減少しましたが，２

０１２年のＦＩＴ開始後は増加傾向が継続している状況にございます。一方，本県の再エネ導入

量の推移につきましては，隣の真ん中あたりにあります「①再生可能エネルギーの導入量」にあ

るグラフを御覧いただきたいんですが，震災の影響によりまして，２０１１年，２０１２年にか

けて大きく減少しておりますが，２０１３年から再び増加に転じているというような状況にござ

います。 

  左下の現状の欄のグラフに戻っていただきまして，エネルギー消費量の推移でございますが，

全国的には２００５年をピークに減少傾向で推移しております。一方，本県のエネルギー消費量

の推移は，先ほど御覧いただいたグラフの隣，「②エネルギー消費量の削減量」を御覧いただき

たいんですけれども，２００５年以降，減少傾向にありましたが，震災の影響により２０１１年

に大幅に低減いたしまして，２０１２年以降は，震災復興の需要等もあり微増傾向で推移してい

る状況にございます。 

  次に，計画の基本方針と目標でございます。真ん中の上のほう，「Ⅲ 基本方針と目標」でご

ざいます。 

  まず，２０３０年の将来像でございますが，本計画では，温対計画における３つの将来像を共

有し，震災からの復興を進めていく中で暮らしや地域社会，産業など，それぞれの場面で再生可

能エネルギーの利活用や省エネルギーを促進し，環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社

会の構築と，現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目指してまいり

たいと考えてございます。 

  全体の目標でございますが，国の目標との対比が可能で，かつわかりやすい目標となるよう，

４つの目標を掲げております。 

  １つ目が，再生可能エネルギーの導入量，２つ目がエネルギー消費量の削減量，そして３つ目

が電力自給率，４つ目がエネルギー自給率でございます。 

  再生可能エネルギーの導入量につきましては，基準年となる２０１３年から約２．２倍となる

３万５，９６９テラジュールを目標としております。エネルギー消費量の削減量でございますが，

こちらは省エネ対策を行わない場合の見込量からマイナス１９．０％となる，削減量といたしま

して５万９，９２７テラジュールを目標として掲げてございます。 

  電力自給率につきましては，目標年となる２０３０年度で消費電力量に対する再エネの発電量

が２５．３％となることを目標としております。エネルギー自給率につきましては，目標年であ

る２０３０年度に，エネルギー消費量に占める再エネ導入量，これは発電と熱利用を両方合わせ

たものでございますが，１４．１％になることを目標として掲げさせていただいてございます。 

  続きまして，今御覧いただいている資料の裏面，計画の概要②を御覧いただきたいと思います。

目標達成に向けた県の施策でございます。 

  まず，資料の左側のほうに将来像と施策展開のコンセプトというところが記載をしてございま

す。下に「（温対計画と共通）」と書いてございますが，温対計画で定めている将来像と施策展

開のコンセプトを本計画にも適用するということとしてございます。 

  その右の箱に記載をしております本計画の目標でございますが，本計画では，将来像実現に向

けて再生可能エネルギーの導入，省エネルギーの促進によって環境への負荷の少ない持続的発展

が可能な社会の構築と，現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することとして

おりまして，その下，赤枠の中に記載してございますが，４つの数値目標の達成に取り組んでま

いりたいと考えてございます。 

  一方で，目標達成のためには，資料の中央，今の目標の欄の隣に書いてございますような課題

がございます。これらを解決していく必要がございますことから，これらの課題に対応するため

の施策として７つの施策分野，そして３４の取組を設定をさせていただいてございます。 

  次に，資料の２枚目の概要③を御覧いただきたいと思います。 

  こちらでは，施策体系の７つの施策分野ごとに，その展開の方向性と想定している主な施策例

を記載してございます。本日は，そのうち３つの分野について説明をさせていただきます。 

  初めに，施策分野１，県民総ぐるみの省エネルギー行動の促進でございます。 

  身近なところから日常的に省エネに取り組む県民一人ひとりの行動を促すため，年齢層や生活

シーンに合わせた関連情報の発信や，家庭のエネルギー消費状況を「見える化」できる診断制度

の活用などを促進してまいりたいと考えてございます。また，行動科学等の理論に基づくアプロ
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ーチによる省エネ対策の普及促進についても検討してまいりたいと考えてございます。 

  次に，施策分野の５，震災の経験を踏まえ，環境と防災に配慮したエコタウンの形成促進でご

ざいます。資料の右側の一番上になります。 

  こちらでは，震災復興に伴い公的施設へ積極的に再エネ・省エネ設備を導入していくことはも

とより，新たな制度の活用等による再生可能エネルギー等の導入を，地域における「医療福祉」

や「農林水産業」など，他分野の課題解決につなげていくような取組を支援し「暮らしを豊かに，

産業を元気に，しかも環境に優しい」エコタウンの形成を，これまで以上に促進してまいりたい

と考えてございます。 

  続きまして施策分野の７番目，水素社会の構築に向けた取組促進でございます。右側の下のほ

うになりますけれども，水素社会の構築に向けて，再生可能エネルギー由来の水素製造設備の導

入拡大に向けた各種プロジェクトを実施したいと考えてございます。 

  また，県内での水素エネルギーの本格的な普及に向けて，国が進めるプロジェクトや実証事業

などを積極的に活用することなどにより，水素エネルギーのさらなる利用機会の拡大についても

取り組んでまいりたいと考えてございます。 

  続きまして，計画の概要の，ただいま御覧いただいている資料の裏面になります。④を御覧い

ただければと思います。 

  資料の左側には，Ⅵといたしまして各主体の役割を記載してございます。真ん中の図は，各主

体が連携するイメージでございます。本県が震災からの復興の取組を進めながら，再エネ・省エ

ネの取組を計画的に推進していくためには，県民，事業者，県，市町村等の各主体がそれぞれの

役割を担っていくことが必要になると考えてございます。 

  この連携体制の構築に当たりましては，県が各段階でつなぎ役となって目指すべき将来像の実

現に向けた取組を推進していくことが重要と考えてございます。 

  最後に，資料の右側の計画の推進体制でございます。 

  本計画が掲げた施策については，各主体が連携した県全体一丸となって取り組むことが必要と

考えてございます。そのため，県の庁内組織の連携はもちろんのこと，再エネ・省エネ審議会や

「ダメだっちゃ温暖化」宮城県民会議，それから市町村，民間団体，教育・研究機関，国などと

協力しながら，県民の皆様，事業者の皆様とともに再生可能エネルギーの導入と省エネルギーを

促進してまいりたいと考えてございます。 

  再生可能エネルギー・省エネルギー計画の概要についての御説明は，以上でございます。 

○須藤会長 室長，大変丁寧な御説明をいただきましてありがとうございました。 

  それでは，委員の先生から，これも重要な課題でございますので，御質問いただきたいと思い

ます。どなたからでも結構でございます。どうぞ。いかがでございましょうか。先ほどの議論と

も随分関係するわけでございますが。どうぞ，土屋先生。 

○土屋委員 先ほどの温暖化対策でＣＯ２の削減量というのは，２６％の国の目標に対してプラス

５％と，これは心意気だと，具体的な根拠ではないんですけれども，心意気だというところは，

それはそれで受けて，みんなで頑張っていこうという気はあるわけですけれども，この電力自給

率とエネルギー自給率が国の目標とほぼ同じくらいと，何となく心意気の５％はどこにいったの

かなという気がするんですけれども，これについてはどうお考えでしょうか。 

○須藤会長 それでは，佐藤室長どうぞ。さっきのこれとどこが違うか。 

○佐藤再生可能エネルギー室長 電力自給率，エネルギー自給率につきましては，まず再生可能エ

ネルギーの導入量から算出をさせていただいております。導入量の算出の考え方ですが，エネル

ギーの種別ごとに本県の再生可能エネルギーのポテンシャルというものを算出しまして，それを

最大限導入した場合と，それから現状のまま推移した場合と両方推計をしまして，最大限が高位

推計，それから現状のままが低位推計ということで出した上で，その中間ぐらいの中位推計とい

うものを採用した結果，５％とまではちょっといかなかったんですけれども，国を上回る水準と

いうことで自給率のほうを目標として設定させていただいたというところでございます。 

  高い目標を掲げるほうがもちろんよろしいのではありますけれども，本県の現状の再生可能エ

ネルギーの導入量も横目でにらみながら，達成可能性というものを考慮いたしまして，このよう

な形で設定をさせていただいたということでございます。 

○須藤会長 でも，国よりはやや高いということですね。 

○佐藤再生可能エネルギー室長 はい，そうです。 

○須藤会長 もっと頑張れということでしょうか。 
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○土屋委員 根拠があって，この数値を出してきたということであれば，それは１つの目標値にな

り得るかなと思います。逆に，現状が２０１３年電力自給率４．６％だったんですね。私，東北

地方のほかの県を見た時，もっと高かったデータだったと思うんですけれども，宮城県は，何で

こんなに低いんですか。水力が少ないんですか。 

○佐藤再生可能エネルギー室長 東北の他県と比較いたしますと，特に青森とか秋田とか，そちら

のほうは風力発電等が盛んにやられておりまして，宮城県におきましても，最近になって風力発

電の取組が事業者さんのほうで積極的に行われつつあるところなんですけれども，そういったこ

ともありまして，２０１３年度の段階では，他県と比べるとやや低めの数値になっているという

ような現状でございます。 

○須藤会長 今は申請が出てきているんですか。最近のこの１，２年は申請が出てきているんです

か。風力なり太陽光なり。 

○佐藤再生可能エネルギー室長 はい，そうですね。太陽光発電については，メガソーラー等，宮

城県においても導入が進んでおるところなんですけれども，風力発電については，気仙沼のほう

で既に稼働済みのものがございます。それから，石巻のほうで，現在，その設備を建設中のもの

が１件ございます。そのほか，加美町ですとか，あと白石市，県南のほうで風力発電の事業実施

に向けた環境アセスメントの実施が，今，進められているところでございます。 

○須藤会長 アセスに入るということは，事業は申請されたということですか。 

○佐藤再生可能エネルギー室長 申請の前段階です。 

○須藤会長 そうですよね。ほかよろしいですか。先生，いいですか，今の。もうちょっと頑張れ

ということですね。はい，どうぞ。萩原先生。 

○萩原委員 ２点，１つは，県民総ぐるみの省エネルギー行動の促進というところで，「見える

化」ということは，これはいろいろなところでも言われているわけですけれども，「見える化」

させて「見える化」した先，こういうことをやると，こんなふうな新しい価値が創造されるとい

うか，自分たちにとってもすごくいいこと，対比というか「見せる化」というか，そういうこと

も言われてきているので，またそういうものも入れていくと，次の「各主体の役割」の中の

「“がまんしなくてもいい”省エネ行動の日常化」という，ただ単にがまんさせて，その先に何

があるんだということですね。そこを見せていくということが，非常に重視されてきていると思

いますので，ちょっとその工夫をしていただければなと思いました。 

  もう１点，「民間団体に期待される行動」なんですが，人材育成というのが教育機関だけに期

待されていますが，まさにＮＰＯ，そういったところが重要になってくるかと思います。この前，

地球環境基金の評価のところでも，やはり若手の人材育成というのが，ＮＰＯ，ＮＧＯの高齢化

というのが問題になっていて，そこで若手人材育成というのが非常に重要で，そこは教育機関と

の連携も含めてなんですけれども，そういう環境のＮＰＯの役割としても重要だということが言

われていますので，ここにもぜひ，人材育成を入れていただけると，そこに連携，そこに県がど

ういうふうにコミットしていくのかというところも入れていただければなというふうに思います。 

○須藤会長 ありがとうございます。異議ないですよね。当然，若手の人材育成をしないとうまく

いかない。 

○佐藤再生可能エネルギー室長 ありがとうございます。今の２つ，「見える化」だけではなくて

「見せる化」ということ，それから人材育成ですね，教育機関だけではなくて事業者あるいはＮ

ＰＯにおいてもということですね。いずれもそのとおりというふうに考えてございますので，具

体的な計画に基づく施策の展開に当たって，そのような視点を入れながら取り組んでまいりたい

と思います。 

○須藤会長 では室長，どうもありがとうございました。まだあるかもしれませんけれども，もう

１つ，お伺いしなくてはいけない報告事項がございますので，次に移らせていただきます。 

 

 （２）報告事項 

   ②村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場の現状について（竹の内産廃処分場対策室） 

○須藤会長 村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場の現状についてということで，竹の内産廃処

分場対策室の室長から，どうぞ御説明ください。どうぞ，おかけになって。 

○角屋竹の内産廃処分場対策室長 私，竹の内処分場対策室長をしております角屋と申します。今

日はよろしくお願いします。それでは，座って説明をさせていただきます。 

  それでは，私からは村田町竹の内地区産業廃棄物処分場対策の現状につきまして，御説明させ
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ていただきたいと思います。 

  資料は，右上に報２と記載されたＡ３判横長の資料を御覧いただきたいと思います。 

  まず，左上からです。 

  「１ 竹の内産廃処分場の概要」というところになりますが，初めに処分場対策の経過につい

て簡単に御説明させていただきたいと思います。 

  この処分場対策につきましては，これまでもこの環境審議会の皆様に適宜御報告させていただ

いておるところでございますが，本日は最近の状況ですとか，あと処分場周辺の環境モニタリン

グの結果などについて御説明させていただきたいと思います。 

  対策の経過などにつきましては，この資料に記載のとおりでございまして，（１）最終処分場

の概要に記載のとおり，この最終処分場は平成２年に設置されました。処分場の処理能力は，埋

立面積6.74ヘクタール，埋立容量は35万4,000立米でございましたが，実際にはその下の推定埋立

量に記載のとおり，これを上回る廃棄物が埋め立てられたということでございます。 

  次に，その資料の左下でございますが，このように処理基準に違反した埋立処分が行われたこ

とによりまして，生活環境保全上の支障が生じました。具体的には，有害ガスによる悪臭の発生

ですとか，有害物質の拡散による地下水汚染のおそれなどでございます。 

  こうした状況を踏まえまして，県としてはこうした事態を招いた処分場の事業者に対しまして，

このような支障を除去するための措置命令を，平成１４年度以降，これまでに計１４回発出して

ございます。事業者によって措置命令が履行されたのは初回のみということでございまして，２

回目以降は県が代執行により支障除去対策を行ってきたという経過がございます。 

  次に，どのような支障除去対策を実施してきたかということについて御説明いたします。 

  資料の右上でございます。「２ 特定支障除去等実施計画の概要」の部分を御覧ください。 

  県では，国の特別措置法に基づきます実施計画を策定しまして，平成１９年３月に環境大臣の

同意を得て，国の支援も受けながらさまざまな対策を実施したというところでございます。 

  （２）計画の目標といたしましては，悪臭による日常生活への支障除去ですとか，有害物質拡

散による農作物被害の防止などでございまして，将来的には処分場を安定化させて廃止させるこ

とを目指しております。 

  このため，平成１９年度からは，そこの青い枠書きの部分ですが，第１段階対策として雨水浸

透水防止対策を実施しました。これは，土の中に雨水が浸透して廃棄物に接触させないよう，表

面水の迅速排水と覆土の改善管理を実施いたしました。具体的には，雨水排水溝の整備ですとか，

覆土の整形工などを施工してきました。 

  また，追加工事として，平成２６年度までにガスが噴出する事象があった２か所にガス抜き管

を設置するとともに，東日本大震災後には沈下した覆土の整形盛土を実施したというところでご

ざいます。 

  また，こうした対策を実施しながら，その下の枠書きの（２）モニタリングに記載のとおり，

対策工事の効果や第２段階対策の必要性などを判断するために継続的にモニタリングを実施して

おります。 

  次に，その下の赤い枠書きの部分でございますが，こうしたモニタリング結果は，外部委員に

よる生活環境影響調査評価委員会というものを設置しまして，年２回程度定期的にこれを開催し

まして，審議，評価いただいております。この環境審議会の須藤会長には，評価委員会の取りま

とめもお願いしておるところでございますが，この評価委員会での審議結果も踏まえまして，平

成２９年３月に，県としては処分場の状況から第２段階対策は実施する必要はないと判断いたし

まして，実施計画は平成２８年度で終了することにいたしました。 

  こうした状況については，以前の環境審議会でも皆様に御説明させていただいているところで

ございます。 

  この結果，平成２９年度以降は，国の特措法による財政支援はなくなりましたが，県としては，

処分場が廃止されるまでの間は，その維持管理ですとかモニタリングを継続して実施していくこ

ととし，仮に場外周辺地下水が基準を超過するなど，生活環境保全上に支障が生じるおそれが高

いと判断される状況になった場合には，その措置を講じることとしております。 

  また，現在，地元からの要望もございます処分場隣接地に残置されている焼却施設の撤去など

についても，現在，対応を検討しております。 

  次に，今御説明しました，現在でも処分場内外でモニタリングを実施しておりますが，最近の

モニタリング結果につきまして御説明したいと思いますので，同じ資料の２ページ目の資料を御
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覧願います。 

  この資料は，平成２９年度の下半期，いわゆる平成２９年１０月から平成３０年３月までのモ

ニタリング結果を簡単にまとめたものでございますが，ちょうど昨日，この結果を御審議いただ

く評価委員会を開催しまして，さまざまな御意見を頂戴したところでございます。 

  この竹の内処分場に関して実施している調査は，資料に記載のとおり大きく分けて（１）処分

場内部の状況の調査と，（２）周辺生活環境への影響の調査の２つになります。 

  次の３ページ目の資料は，処分場の航空写真となりますが，またその次の４ページ目の資料は，

そのモニタリングを実施している処分場内外の観測地点を記載してございます。また，紫色で囲

んだ線は，廃棄物が埋め立てられた境界線ということになります。 

  また，恐縮ですが，２ページ目の資料にお戻りいただきまして，２ページ目の資料の上の表１

と記載された部分です。 

  （１）処分場内部の状況の部分を御覧ください。 

  処分場内の状況は，①地中温度ですが，これまでの調査から穏やかに低下傾向であると考えら

れますが，埋立区域内は，埋立区域外の地中温度より最大で11.9度高くなっております。また，

その下の②発生ガスでは，発生するガスの状況に変動が見られていることや，③場内浸透水では，

その下の表に記載しておりますとおり，この６項目で基準値を超過する地点が見られております

ことから，処分場内では，まだ安定した状態には至っていないというふうに考えてございます。 

  次に，表１の下の段の（２）周辺生活環境への影響の部分を御覧願います。 

  ①有害ガス・悪臭は，硫化水素の連続測定を行っておりますが，目標値を継続的に満足してお

り，③放流水の水質は，放流水基準に適合してございました。 

  ②場外周辺地下水では，資料の一番下の表３に記載しましたダイオキシン類が１地点で超過し

ておりましたが，処分場内で確認される燃焼由来の同族体のパターンとは異なりまして農薬由来

のパターンを示してございます。 

  処分場内で基準値を超過している項目については，処分場の外での地下水の値の上昇傾向は認

められておりませんが，今後もその状況の変化を注意深く見守っていく必要があると考えてござ

います。 

  平成２９年度下期のモニタリング結果については，以上のとおりでございますが，県といたし

ましては，引き続きモニタリングを実施して評価委員会の皆様の御意見もいただきながら，処分

場の状況や生活環境への影響を把握し，処分場の状況に応じて適切な対応を行ってまいりたいと

思います。 

  また，処分場の安定化に向けまして，必要なデータの集積と解析を進め，将来に向けた適切な

維持管理となる取組を継続してまいりたいと考えてございます。 

  私からの説明は以上でございます。 

○須藤会長 どうも御説明ありがとうございました。 

  何か御質問ございますでしょうか。どうぞ。日引先生，どうぞ。 

○日引委員 東北大学の日引です。御説明いただいた内容に関しては，全く異論がないんですけれ

ども，別の観点からちょっと教えていただきたくて質問させていただきます。 

  第１点は，これは安定型の産業廃棄物処分場だということは，基本は建設廃材とかそういうも

のが中心となっているようなものが埋め立てされるような処分場ですよね。 

○須藤会長 本来そうです。 

○日引委員 本来そうですよね。そこに有害物質が，当然法律上は廃棄されることは想定されてな

いわけですけれど，こういうことが起こっている背景というのは何があるのかということを，ま

ず，本来は入らないはずのものなんですけれども，これが出ているということは，何かそういう

のが投棄されているわけですが，それは違法で投棄されていたのか，あるいは違法ではない中で，

例えば建設廃材に何かコーティングされている物質があってこうなっているのかという，そうい

う意味での何らかの不備が，この中にあるのかなというふうに思ったものですから，ここで批判

的にということではなくて，研究の立場からいっても，その事実を把握したいということもあっ

て，１つはそれを伺いたいということが第１点です。 

  それから第２点は，事業者はどうしているんだろうなと思いました。 

○須藤会長 投棄した事業者ですね。 

○日引委員 そうです。この人たちは，今，県が代理でやっていらっしゃるということは，もう倒

産したということを意味していらっしゃるのか，あるいは今後，この事業者はどういう責任をと
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るのか，倒産してしまったから，もうどうしようもないというんだったら，それはそうなんです

が，それがどういうふうに想定されているのかなというのが，これもちょっと伺いたいと思いま

す。 

  ３つ目，これが最後なんですけれども，先ほど，この処分場はまだ廃止されていないというよ

うなことをおっしゃったと思うんですね。廃止されてないということは，使われているというこ

とだと思うんですけれども，いまだにここに物が投棄されているのか，あるいは廃止されてない

ということの意味がどういう意味なのかというのを，少し教えていただけないでしょうか。 

○須藤会長 ではどうぞ。追加は私がいたしますか。 

○角屋竹の内産廃処分場対策室長 よろしくお願いします。 

  今，３点御質問がありました。 

  まず１点目でございます。なぜこういった状況に至ったかということでございまして，これは，

本来安定型処分場ではございますが，現実的には管理型処分場に相当するような廃棄物が結果的

に埋められてしまったということでございまして，結局，そこの処分場を経営する事業者でござ

いますが，そこが不適正処理をしていたということです。最終的に廃棄物処理法違反で逮捕され

て刑に服したということでございます。 

  ２点目の，今，事業者はどうなっているかということでございますので，その点につきまして

は平成１８年に，この処分場自体がいろいろな経営者に代わってございますが，最終的には，法

人としては平成１８年に解散してございますので，現在は運営主体がいない状況ということにな

ってございます。ただ，我々は今，代執行をやっているということでございますので，その経費

等については，会社を以前経営してきた方々に対して請求をしているという状況になってござい

ます。 

  あと３点目の，廃止されていない状況だという御説明をいたしましたが，最終的には，処分場

を廃止にもっていくためには，国が定める廃止基準が複数項目ございまして，それの基準を全て

下回るという条件が必要となってきております。ただ，それについては，今，私が説明したとお

り幾つかの項目では，まだその基準以下になっていないということでございますので，継続的に

モニタリングをして，その状況を見ておるということでございます。ただこれには，須藤会長御

存じのとおり，それなりの年数が必要だということでございます。 

  私からは以上でございます。 

○須藤会長 ありがとうございました。 

  県の幹部の方は言いにくいと思うんですが，不適正処理が継続をしまして，それを止められな

かったんですよね。それなので，何でもかんでも持ってこられたという状況が続いて今に至って

いるわけなんですが，その間，警察が入ったりいろいろ，犯罪対応の方面からの努力もあったん

だけれども，そういう方々の集まりでありますので，県が止めることができなかったというのが

現実でございます。 

  なので，今にまで及んでいて，そこに何が入っているのかすら分からないわけで，我々，調査

結果の評価をしているんですが，本当にこれ入っていたのかなというので，ダイオキシン類が大

量に入っていたということはないんだけれども，有害物質はかなり入っているだろうというのが，

だから，今になってまた住民が，掘り起こしてよそへ持っていけというような，そういう話もな

くはないんですね。しかし，今に至っては，そういうことをやることは無理なので。もう１つは，

今，イノシシがたくさん入ってしまっていて，廃棄物層の上に土壌等をかぶせてあるんですが，

そこを堀り返されたりして，昨日あたりの委員会で出たのは５０センチ以上廃棄物層の上に土を

かぶせているんですが，深い所で２０センチぐらいまでは掘り返されていたんですね。そういう

ことになってくると，今後廃棄物が出てくるおそれが生じるので，そういうややこしい問題を含

んでいて，廃棄物が掘り返された場合には，有害物質が飛散するおそれもでてくるわけですね。 

  なので，それからさっきの水質なんかの場合も，ダイオキシン類が稀に検出されるようなこと

もありまして，それから温度が，有機物がたくさん入っているわけですから，埋立区域外よりも

約12度高いんですよね。地中温度が高いというのは，分解しているから高いんですね。そういう

ことがあって，まだ安定しているわけではない。本当は安定型の処分場だったら絶対こんなこと

になりませんので，いつあれを閉めることができるというか，終止符を打てるかというのは，責

められているんですけれども，私としては，委員長を預かっているんですけれども，生きている

うちは無理かなと言ってしまうと，もう皆に怒られるんですけれども，生きているうちは無理か

なと。 
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  どれぐらい集落から離れているかというと，一番近い家は大体２０メートルぐらいですかね。

処分場から２０メートルぐらいに，もう民家があるんですよね。そういう方々からすると，早く

あそこを使えるようにしてくれというふうに言われているんだけれども，使うといっても花畑ぐ

らいできるかなと思うんだけれども，今，イノシシが入るので塀をつくってくれという御要望も

ありました。そんなことがありますので，竹の内については，もうしばらく継続してモニタリン

グしながら，将来の構想を決めていくということにさせていただいていることでございまして，

多分，宮城県としては非常に大きな，何と言いますか，負の財産を背負っていると，こういうふ

うに私は思っております。どうぞ，御質問があったらどうぞ。 

○日引委員 ありがとうございました。須藤先生には，３０年間くらい生きていただくということ

で，ぜひ，長生きをお願いしたいと思います。 

  念のため確認なんですけれども，要するに，マニフェスト制度もちゃんと機能していなかった

と，そういうこと。 

○須藤会長 全くしていませんね。 

○日引委員 そうですね。だから，それに関わった事業者までさかのぼって……。 

○須藤会長 運営会社を告発していますよね。それからいろいろかかった費用は，代執行している

から，それを請求しているんだけれども，倒産して逃げてしまっているんですよね。はい。 

○日引委員 では，ここの今の所有者，所有権はどこにあるんですか。ここ自体の。 

○角屋竹の内産廃処分場対策室長 民有地でございます。 

○須藤会長 民有地です。だから，２０軒くらいの方だったですね。 

○角屋竹の内産廃処分場対策室長 そうですね。 

○須藤会長 ２０軒ぐらいの，周囲の人が所有していますが，無償で寄附すると県に申し出ている

んだけれども，県は受け取らないんです。 

○日引委員 わかりました。いろいろとありがとうございました。 

○須藤会長 どうぞ。 

○萩原委員 萩原です。ちょうど私が次長をしていた時に大問題になった時で，第１回目の現地調

査に，夜間調査行かせていただきました。その時に，やはり住民の方々の感覚というのが非常に

差があるわけですね。あと風向きであるとか。やはり，これは安全圏の何ｐｐｍだとかいろいろ

言ってみても，やはりそこのあたりでなければ納得していただけない部分，一人ひとりにお話を

伺いながら，寄り添いながら，この問題を一緒にやっていきましょうというふうに言わない限り

難しいというところを，当時，私も感じました。 

  その上でお聞きするんですけれども，この周辺生活環境への影響について，今でも丁寧にされ

ていると思うんですけれども，住民側との交渉の窓口というのは町のほうにあるんでしょうか。

それとも，当時もあった住民組織というか，そういったところでやっていらっしゃるんでしょう

か。 

○須藤会長 両方ありますよね。 

○角屋竹の内産廃処分場対策室長 基本は両方でございますが，住民要望については，基本的には

地元の村田町の役場のほうで取りまとめて県に出すという流れになってございます。 

○萩原委員 わかりました。 

○須藤会長 よろしいでしょうか。ほかにどなたか。いいですか。 

  それでは，この村田町の問題は，極めて廃棄物問題として，よそでこういう問題が起こった時

には，運び出して別に処分をするというのが普通なんですが，いろいろ検討された結果，それを

やらなかったために，ずっとこのような問題が残ってきてしまっていて，先ほど申し上げました

ように，宮城県としては，かなり負の財産として，これを背負っていかなくてはいけないんです

が，やはり，環境影響をできるだけ少なくして，効率よくやっていくことが望ましいんだろうな

というふうに思っております。 

  ということで，私は自分で引き受けている委員なり委員長なりの中で，これが最もストレスの

かかる委員会でありまして，早く辞めさせてくれと言っているんですけれども，ここで申し上げ

てもしようがないんだけれども，なかなか足を洗うことができずに，今，３０年とおっしゃって

いたんですけれども，３０年もたなくともいいんですけれども，何とか向こうのリーダーになっ

ている方から「俺も生きるからお前も生きろ」と言われているんですが，というような議事録も

残っていますので，これは公の議事録になっていますので，どうぞ御覧になっていただきたいと

思います。 
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  ということで，この議題はこれでおしまいにさせていただきます。 

 
 

 （３）その他 

○須藤会長 それでは，その他について何か事務局ございますでしょうか。 

○稲村環境政策課長 事務局からは特にございません。 

○須藤会長 ありませんか。 

  それでは，これで本審議会は終了いたしますが，会議全体を通じて，何か御質問ございますで

しょうか。どうぞ。香野先生。 

○香野委員 香野でございます。ちょっと声が，失礼します。 

  感想といいますか，温暖化対策あるいは再生可能エネルギー計画について，ちょっと２つ。 

  温暖化対策で，具体的に家庭が４５％，家庭の効果ガス排出量ですね，かなり大きな，２０３

０年まで，そうなるんですが，その間も家庭がどうなるかということには，具体的に最後のペー

ジに，ホームページや環境白書でお伝えするということになっておりますが，ちょっと１つ提案

といいますか，家庭で本当にみんなどの程度意識しているかということで，アンケート調査をさ

れてはどうかなと思います。本当にこのような提案，具体的な提案まで参考イラストとして出て

おりますけれども，これをどうやって，本当にどの程度の方がやっているか。そうでないと，目

標２０３０年までに４５％削減といっても，なかなか難しいのではないかと。そのために，どの

ようなことをやっているか，今後どうすべきかという意味でのアンケート調査をされてはどうか

というような……。 

○須藤会長 アンケートでよろしいんですね。 

○香野委員 はい，１点目。あと，２点目，再生可能エネルギー，あるいは温暖化対策の実行計画，

基準年を２０１３年，これはしようがなくてそうなっているのかもしれませんが，いろいろ宮城

県の場合は２０１１年に大災害があったわけですから，例えば参考資料として，計画案の２０１

１年の前の２０１０年度までは排出量は減ってきているわけですね。その時を基準にして，例え

ば２０３０年までと計算しますと，約２５％ぐらいの変化ではないかと思うんですね。３１％削

減目標であるとはいうものの，基準年をいつにするかということで。 

○須藤会長 それは決まりますよね。 

○香野委員 決まってきますね。だから，国が２６％だということからすれば，国の削減目標と余

り変わらないのかなと。これは，再生可能エネルギーのほうも，先ほど質問といいますか，あり

ましたけれども，それも２０１０年のところからの考えをちょっと考えてみるべきではないかと，

これは感想でございます。 

○須藤会長 わかりました。感想とそれから，アンケートのことについては，ちょっと御質問なの

で，これから何かやるのならやる，考えておくというなら，ちょっと一応お答えください。 

○三沢環境政策課技術補佐 環境政策課の三沢と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  御質問なり御意見，御提案のところにお答えできているかどうかは定かではございませんが，

県民意識調査という，１戸１戸というわけにはなかなかいかないところもございますが，県民意

識調査の活用ですとか，あるいは各種媒体を使った広報事業，あるいは「ダメだっちゃ温暖化宮

城県民会議」のところに，市町村と一緒に進めていく家庭部会の取組というのもございますので，

そういった中で，できるだけ多くの方に関心を持ってもらえるような施策の展開に努めていきた

いと思っております。どうしても，自分一人やらなくてもどうにかなるのではないかというとこ

ろが，どうしても出てきますので，そういうことのないように，一人ひとりが確実に実践してい

けるような，後押しをしていけるような仕組みを，皆様の御意見も頂戴しながら進めてまいりた

いと思っております。 

○香野委員 ありがとうございます。 

○須藤会長 ありがとうございました。それでは，まだあるかもしれませんけれども，大体時間が

まいりましたので，これをもちまして本日の審議は終了させていただきたいと思います。 

  長時間の御審議，どうもありがとうございました。司会の仕事は事務局にお返しをいたします。 

○司会（鈴木補佐） 須藤会長，ありがとうございました。 

  本日予定しておりました次第は以上でございます。 

  それでは，閉会に当たりまして後藤部長から御挨拶をさせていただきます。 

○後藤環境生活部長 本日は，長時間にわたる御審議，大変お疲れさまでございました。ありがと
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うございました。 

  本審議会委員の現在の任期というのは，今月末をもって満了ということになってございます。

この場にお集まりいただきました皆様での御審議というのは，本日が最後となってございます。

委員の皆様方には，平成２８年８月の就任以来，本県環境施策の重要事項の調査，審議に格別の

御指導を賜りましたこと，改めて心から感謝を申し上げます。 

  私事になりますが，私，平成２２年度には，そこの席に座って環境政策課長をしておりまして，

その時に地球温暖化計画の見直しに取りかかっておりました。その後，震災が起きて，一旦途中

計画を定めたわけですが，震災等を踏まえながら，それらを昇華した形で，今回こういった温暖

化計画（区域施策編）が策定されたというのは，本当に感慨深いものがございまして，その実施

に当たって，しっかり取り組むというのが，これからの課題であろうというふうに考えておりま

す。 

  今後とも，皆様からいただきました御意見を踏まえまして，作成した計画に沿いまして，さま

ざまな施策，具体的に展開できるように推進してまいりますので，引き続き県政への御指導，御

支援を賜りますようお願い申し上げまして結びの挨拶とさせていただきます。 

  ２年間，本当にありがとうございました。 

 

４ 閉 会 

○司会（鈴木補佐） 以上をもちまして，環境審議会を閉会いたします。 

  本日はまことにありがとうございました。 

 


